
大和市心理発達嘱託員の設置に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和元年１２月２０日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市規則第２４号 

大和市心理発達嘱託員の設置に関する規則の一部を改正する規則 

大和市心理発達嘱託員の設置に関する規則（平成２９年大和市規則第２３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３条中「心理発達嘱託員は」の次に「、公認心理師」を加える。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


